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令和２年度答申第１号  

     令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日  

 

 

松戸市消防局 

消防局長 小川 直康 様 

 

 

松戸市個人情報保護審議会   

会 長  土 岐  寛  印   

 

 

個人情報非訂正等決定に対する審査請求に係る諮問について（答申） 

   

平成３１年２月１８日付け松消企第１０８号をもって諮問のあった個人情報

非訂正等決定に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、

別紙のとおり答申する。 
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答  申 

 

１ 審議会の結論  

松戸市消防局（以下「処分庁」という。）は、平成３０年９月５日付け個人

情報非訂正等決定処分（松消企第〇〇号）により非訂正等とした個人情報の

記録のうち、平成３０年４月１６日付け松消企第〇〇号の起案文書中「〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」との個人情報の

記録を消去すべきである。 

 

２ 本件審査請求までの経過 

審査請求人は、平成３０年７月２日付けで、処分庁に対し、松戸市個人情報

の保護に関する条例（昭和６３年松戸市条例第１０号。以下「条例」という。）

第１０条第１項の規定により、「私が審査請求した件で、松戸市消防局が諮問

日と反論書等の提出期限を記載せず諮問通知した件で、取得・作成された情報

一切。私とのやり取りや内部的なやり取りや他の実施機関や弁護士等との相談

も含める。その件について松戸市事務事業危機管理マニュアルに基づいた報告

等をしないことにしたことや同マニュアルに基づく報告等をすべきとの指摘・

意見等があったことを含む。」について個人情報の開示請求（以下「開示請求

①」という。）をした。 

処分庁は、本件開示請求①に対し、平成３０年７月１３日付け個人情報一部

開示決定通知書（松消企第〇〇号）により、条例第１１条の３第２項において

準用する松戸市情報公開条例（平成１３年松戸市条例第３０号。以下「情報公

開条例」という。）第１０条第２項の規定により、一部開示決定（以下「一部

開示決定①」という。）をした。 

その後、審査請求人は、平成３０年７月２５日付けで、「私が松戸市情報公

開条例及び松戸市個人情報の保護に関する条例に基づく処分について審査請

求した件で、担当の課室等が同じ実施機関の別の課室等や、他の実施機関と私

の審査請求の件について少しでも遣り取りした情報全て並びに、私の審査請求

について内部的に検討・遣り取りした情報（起案文や案も含む）全て。審査請

求書を受け取った時に取得・作成した情報一切。」について個人情報の開示請

求（以下「開示請求②」という。）をした。 

処分庁は、本件開示請求②に対し、平成３０年８月８日付け個人情報一部開
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示決定通知書（松消企第〇〇号）により、一部開示決定（以下「一部開示決定

②」という。）をした。 

一部開示決定①及び一部開示決定②により開示された文書には、どちらにも

件名を「審査会諮問通知書に係る抗議及び質問の件での回答書及び質問書」と

する、審査請求人宛「平成３０年４月９日付け質問書に対する回答について」

（平成３０年４月１６日付け松消企第〇〇号）の起案文書（以下「松消企第〇

〇号起案文書」という。）の写しが含まれており、松消企第〇〇号起案文書の

「３ その他」の項には「審査請求者である〇〇氏は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇、総務部行政経営課の担当者とも打合せを行い、今回の質問に対す

る回答をもって、今後も対応することとします。」という１文が記載されてい

る。 

審査請求人は、平成３０年８月９日付けで、処分庁に対し、条例第１１条の

２の規定により、「私が個人情報開示請求をして平成３０年８月８日付け松消

企第〇〇号及び同年７月１３日付け松消企第〇〇号により特定された公文書

（以下「本件文書」という。）のうち添付分の『〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇』という文言。私が個人情報開示請求をし

て平成３０年８月８日付け松総行第〇〇〇号、松会第〇〇号、松政広第〇〇号、

松教生企第〇〇〇号及び松監第〇〇号により特定された情報一切。」（以下「本

件個人情報」という。）について、条例第１１条の規定に基づき、個人情報の

利用停止・消去・提供停止の請求（以下「本件訂正等請求」という。）をした。 

処分庁は、本件訂正等請求に対して、平成３０年９月５日付けで、条例第１

１条の３の規定により、個人情報非訂正等決定（以下「本件処分」という。）

をした。 

審査請求人は、本件処分を不服とし、平成３０年１２月４日付け審査請求書

により、本件処分に対して、本件審査請求をした。 

 

３ 本件審査請求の趣旨等 

本件審査請求における審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

（１）請求の趣旨 

ア 本件処分を取り消す 

イ 本件個人情報は、全て利用停止及び提供停止する 
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ウ 平成３０年４月１６日起案の「審査会諮問通知書に係る抗議及び質問の件

での回答書及び質問書」の「３ その他」の「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」という情報を消去する 

との裁決を求める。 

（２）請求の理由の概要 

ア  条例第６条第１項の規定に違反し、本件対象個人情報を収集したときに、

請求人に対して第６条第１項第１号ないし第５号の事項を何ら明らかにせ

ず、請求人本人から直接これを収集せず、行政経営課から直接これを収集

した。そして、本件対象個人情報は条例第６条第２項のいずれにも該当せ

ず、たとえ同項第３号又は第４号に該当したとしても、請求人以外の者か

らこれを収集したときは、速やかに請求人に通知しなければならないにも

かかわらず、通知はなされていない。 

イ  条例第７条第１号ないし第４号のいずれにも該当しないうえに、利用目

的以外の目的のために利用されていることは明らかであるにもかかわらず、

あらかじめ請求人の同意を得ていない。 

ウ  条例第１１条の２の規定により、同条第１項第１号及び第２号の規定に

該当し、また、同条第２項の規定により、条例第７条の規定に違反して提

供されていると認められる。 

エ  平成３０年４月１６日起案の「審査会諮問通知書に係る抗議及び質問の

件での回答書及び質問書」の「３ その他」の「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」という情報は、情報公開担当室

からではなく、行政経営課から漏えいされた情報である。 

オ  市長部局総務部行政経営課職員は、平成３０年４月１６日起案の「審査

会諮問通知書に係る抗議及び質問の件での回答書及び質問書」の「３ そ

の他」の「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇」という情報を処分庁職員らに対して提供したが、それら審査請求の履

歴の情報を得ていること自体が上記規定に違反し違法であり、さらにそれ

ら審査請求の履歴の情報を処分庁職員らに対して提供したことも上記規定

に違反し、違法である。 

カ  本件処分も、学校・教育委員会によるいじめ自殺の隠ぺい行為を追及す

るものに対する報復の一環として行われたものであり、学校・教育委員会

によるいじめ自殺の隠ぺいを追及することを妨害する行為であると言わざ
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るを得ない。処分庁による個人情報非訂正等決定権限の濫用である。 

キ  本件処分は、理由附記の点でも不備があり、処分の取消は免れない。 

 

４ 処分庁の主張及び説明要旨 

本件処分に関する処分庁の主張及び説明は、おおむね次のとおりである。 

（１）本件個人情報について 

本件訂正等請求の対象となった個人情報は、本件開示請求①に対し、同年

７月１３日付け松消企第〇〇号により一部開示決定した文書及び本件開示

請求②に対し、同年８月８日付け松消企第〇〇号により一部開示決定した文

書に記録された消防局消防企画課が保有する個人情報である。 

（２）個人情報の利用停止・消去請求について 

条例第１１条の２第１項は、「何人も、この条例の規定により開示を受け

た個人情報の記録（略）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

当該市の機関に対し、当該記録の利用の停止又は消去の請求をすることがで

きる。」と規定している。 

ア 本件個人情報を適正に収集したこと（条例第１１条の２第１項第１号に

該当しないこと。）。 

消防局消防企画課では、審査請求に係る手続の記録として、本件文書に、

審査請求人が提出した審査請求書、反論書等から把握した情報を記載し、

それらを添付して保管している。したがって、本件個人情報は、審査請求

が行われた結果として適正に収集したものであり、請求人以外の者から直

接収集したものではない。 

イ 本件個人情報を目的外に利用していないこと（条例第１１条の２第１項

第２号に該当しないこと。）。 

アに述べたとおり、消防局消防企画課では、本件文書を、審査請求に係

る手続を記録するとの利用目的の達成に必要な範囲で保管しており、本件

個人情報を利用目的以外の目的のために、利用し、又は提供していない。 

ウ 特定個人情報は含まれていないこと（条例第１１条の２第１項第３号及

び第４号に該当しないこと。）。 

本件個人情報には特定個人情報は含まれていない。 

（３）個人情報の提供停止請求について 

条例第１１条の２第２項は、「何人も、この条例の規定により開示を受け



６ 
 

た個人情報の記録が第７条又は第７条の２の規定に違反して提供されてい

ると認められるときは、当該市の機関に対し、当該記録の提供の停止の請求

をすることができる。」と規定している。 

（２）のア及びイに述べたとおり、本件個人情報を利用目的以外の目的の

ために提供し、消防局消防企画課以外の者に提供したことはない。 

（４）消防局消防企画課の職員が作成した起案文書について 

ア 総務部総務課情報公開担当室から説明を受けたこと。 

平成３０年４月１６日に消防局消防企画課の職員が作成した松消企第

〇〇号起案文書中「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇」については、総務部総務課情報公開担当室が情報公開審査会

及び個人情報保護審議会に関することを所掌していることから、同室から

説明を受けたものである。 

イ 総務部行政経営課の職員に相談したこと。 

松消企第〇〇号起案文書中「総務部行政経営課の担当者とも打合せを行

い」については、行政経営課が、「法令、条例、規則等の解釈及び運用に

関すること。」及び「例規その他重要文書の審査に関すること。」を所掌

していることから、総務部行政経営課に質問書に対する回答について、そ

の相談を行ったものである。 

（５）弁明書３（４）「消防局消防企画課の職員が作成した文書について」に記

載された内容について 

ア 平成３１年２月１８日付け弁明書における「同室から説明を受けたもの」

については、それに関する記録が、特に残っていないため、明確には説明

できないが、開示請求に係る手続や文書を特定するため、打合せの際にそ

の場で説明を受けたものをいう。本事案に関しては、「平成２９年１月に

松戸市立中学校の１年生の女子生徒がいじめにより自殺したと報道され

た件に関する文書一切。平成２９年１月に松戸市立中学校の１年生の女子

生徒が死亡したことが松戸市いじめ防止対策委員会に諮問された件に関

する文書一切」という開示請求であり、消防局に関し、具体的な文書の特

定がされていないこともあり、それに関する一連の経緯等を確認した。 

このことは、市の機関として、改めて個人情報を収集したものではない

ため、もともと収集、利用、提供等に該当しない。 

イ 仮に個人情報の収集、利用、提供等に該当するとしても、以下のとおり、
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法令の根拠がある。 

消防局では情報公開、個人情報の開示、審査請求等については、これら

に関する条例のほか、消防組織法、地方自治法、地方公務員法、行政組織

条例、行政手続条例、事務分掌規則等に基づき事務を行っているところ、

そのうち、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の３は、執

行機関の組織について、「１ 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普 

通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限

を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、

執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するよ

うにしなければならない。３ 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公

共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを

調整するように努めなければならない。」と規定する。 

また、松戸市行政手続条例（平成８年条例第１６号）第１１条第２項は、

複数の市の機関が関与する処分について、「一の申請又は同一の申請者か

らされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の市の機

関が関与する場合においては、当該複数の市の機関は、必要に応じ、相互

に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査

の促進に努めるものとする。」と規定する。 

以上の規定からすると、複数の市の機関の間で相互に連絡することにつ

いては、法令の根拠があり、担当部署としても事務の円滑な遂行のため、

他の機関における情報を必要な範囲内で確認することは、問題はないもの

と考える。 

 

５ 審議会の判断  

当審議会は、本件に関し提出された一切の資料に基づき、次のとおり判断

する。 

（１）条例の規定について 

条例第１条は、条例の目的について、「この条例は、本市の個人情報の保

護に関する基本的事項を定め、もつて市の機関の保有する個人情報の適正

な管理を図り、市民の基本的人権を擁護することを目的とする。」と規定す

る。 
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条例第２条は、用語の定義について、「（１）個人情報 個人に関する情

報であって、次のいずれかに該当するものをいう。 ア 当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画、写真、フィルム若しくは電

磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以下同じ。）

に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表

された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。）により特定の個人を

識別ができるもの（ほかの情報と照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。） イ 個人識別符号

が含まれるもの」、及び「（５）市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員

会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事

業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。」と規定する。 

次に、条例第６条は、個人情報の収集の規制について、  

「１ 市の機関は、個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を明らか

にして、当該個人から直接これを収集しなければならない。 

（１）個人情報の保管等に係る業務の名称 

（２）個人情報の利用目的 

（３）個人情報の内容 

（４）法令に基づくものは、その根拠規定 

（５）その他市長が定める事項 

２ 市の機関は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当

するときは、個人情報を当該個人以外の者から収集することができ

る。 

（１）法令に定めのあるとき。 

（２）当該個人情報が公知のものであるとき。 

（３）緊急やむを得ないとき。 

（４）その他公益上必要があると市長が審議会の意見を聴いて認め 

たとき。 

３ 市の機関は、前項第３号又は第４号の規定により当該個人以外の者

から個人情報を収集したときは、速やかに当該個人に通知しなければ

ならない。」と規定し、 

条例第７条は、個人情報の利用及び提供の規制について、  
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「 市の機関は、個人情報（特定個人情報を除く。）を利用目的以外の目

的のために利用するとき又は当該市の機関以外のものに提供すると

きは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ当該個人の同意を得なけれ

ばならない。 

（１）法令に定めのあるとき。 

（２）会計又は業務監査のため必要とされるとき。 

（３）人の生命、身体又は財産の保護のためやむを得ないと認めら 

れるとき。 

（４）その他公益上特に必要があると市長が審議会の意見を聴いて

認めたとき。」と規定する。 

また、条例第１１条の２は、個人情報の利用停止等について、  

「１ 何人も、この条例の規定により開示を受けた個人情報の記録（情

報提供等記録を除く。以下この条において同じ。）が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、当該市の機関に対し、当該記録の

利用の停止又は消去の請求をすることができる。 

（１）第６条の規定に違反して収集されているとき。 

（２）第７条又は第７条の２の規定に違反して目的外利用されてい 

るとき。 

（３）番号法第２０条の規定に違反して収集され、又は保管されて 

いるとき。 

（４）番号法第２９条の規定に違反して作成された特定個人情報フ 

ァイルに記録されているとき。 

２ 何人も、この条例の規定により開示を受けた個人情報の記録が第

７条又は第７条の２の規定に違反して提供されていると認められる

ときは、当該市の機関に対し、当該記録の提供の停止の請求をする

ことができる。」と規定する。 

（２）検討すべき個人情報について 

ア 条例第１１条の２は、条例の規定により開示を受けた個人情報の記録に

ついて、開示した市の機関に対する利用の停止等の請求を認めるものであ

る。 

 請求の趣旨イにより審査請求人が利用停止等を求めている個人情報の

うち、「平成３０年８月８日付け松総行第〇〇〇号、松会第〇〇号、松政広
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第〇〇号、松教生企第〇〇〇号及び松監第〇〇号により特定された情報」

は、処分庁とは異なる市の機関において作成保管される文書について当該

機関において開示された情報であって、処分庁が条例の規定により開示を

したものではないため、不適法である。 

イ 請求の趣旨ウにより審査請求人が消去を求める個人情報が記載された

平成３０年４月１６日起案の「審査会諮問通知書に係る抗議及び質問の件

での回答書及び質問書」は、松消企第〇〇号起案文書を指すものと認めら

れる。松消企第〇〇号起案文書に記載された審査請求人の個人情報は、処

分庁から、一部開示決定①及び一部開示決定②により開示を受けているこ

とが認められる。 

ウ 以下、松消企第〇〇号起案文書に記載された、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」という請求人の個人情報の取

扱いについて違法又は不当な点がないかを検討する。 

（３）収集の規制（条例第６条）に係る違反の有無について 

ア  本件では、処分庁が、審査請求人が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇という情報を適法に収集しているのかが問題になる。 

 処分庁が当該情報を得た時期等は必ずしも明らかではないが、おおむね、

審査請求人からの公文書開示請求や審査請求を受けて、処分庁の職員が、

松戸市の公文書開示の事務について総括している総務部総務課情報公開

担当室の職員に相談等をする中でのことと認められる。 

イ 通常、行政事務を行う中で、関係する法令の解釈等について市役所内の

法令の取りまとめ課に相談したり、他部署における同種事案や関連する事

案の存在等の情報を収集することは、適正な事務の執行のためにも必要性

は認められ得る。また、相談を受けた法令の取りまとめ課等が、説明の前

提として、市全体の中での関連する事案の状況等について概括的に言及す

ることも、必ずしも否定されるものではないと考えられる。 

 もっとも、条例第６条は、市の他の機関からの個人情報の収集について

も、市役所の外からの情報収集と同様の規制をしており、条例第２条が消

防長を市長とは別の市の機関として定めている以上、処分庁が市長部局の

総務部総務課情報公開担当室から個人情報を収集する場合には、機関の外

からの収集として、条例第６条の規制に従う必要がある。 

ウ 本件において、審査請求人が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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〇〇〇という個人情報は、処分庁の弁明でも審査請求人個人から直接収集

したものとは認められないため、条例第６条第２項各号に該当しなければ、

処分庁が当該個人情報を収集等したことについて、条例第６条に違反する

ことになる。 

エ 処分庁は、審査請求人からの開示請求において、具体的な文書の特定が

されていなかったことから、文書特定のために一連の経緯等を確認する中

で、たまたま得られた情報であり、そもそも収集には当たらないと主張す

るようである。 

 しかし、収集とは、市の機関が、当該市の機関以外の者から、個人情報

を集める意思をもって取得することである。処分庁の弁明や説明によって

も、「消防局に関して、具体的な文書の特定がなされていないこともあり、

その開示請求に関する一連の経緯等を確認し、情報公開担当室から説明を

受けた旨を起案文書中に記録したものであった」というのであるから、集

める意思をもって取得しているというべきである。 

オ また、処分庁は、地方自治法第１３８条の３及び松戸市行政手続条例第

１１条第２項から、複数の市の機関の間で相互に連絡することについては、

法令の根拠があり、担当部署としても事務の円滑な遂行のため、他の機関

における情報を必要な範囲内で確認することは、問題はないとして、収集

等について法令の根拠がある旨を主張しており、これは、条例第６条第２

項第１号に該当するという主張である。 

 しかし、処分庁が挙げる地方自治法及び松戸市行政手続条例の規定は、

いずれも適正に効率的な行政事務を行うための一般的な努力義務を定め

ているにすぎず、情報の確認等をする際に規制を解除するようなものでは

ない。松戸市個人情報の保護に関する条例は、市の機関の保有する個人情

報の適正な管理を図り、市民の基本的人権を擁護することを目的としてい

るのであり、他の機関における情報が必要な場合にも、個人情報の収集に

ついては、同条例に従って、本人に確認したり、通知するなど必要な手続

を履行することが求められているのであるから、本件では必要な手続きが

取られていない以上、処分庁の主張は採用できない。 

カ 他に本件に条例第６条第２項各号に該当する事情は見られないから、処

分庁が、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇」という審査請求人の個人情報を松消企第〇〇号起案文書に記載して収
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集していることは、条例第６条に違反するものである。 

（４）その他の違反等について 

 その他、本件処分について、違法又は不当な点は認められない。 

（５）小括 

 以上のとおり、審査請求人の請求のうち、「平成３０年８月８日付け松総

行第〇〇〇号、松会第〇〇号、松政広第〇〇条、松教生企第〇〇〇号及び松

監第〇〇号により特定された情報」に係る請求については不適法であるが、

「平成３０年４月１６日起案の「審査会諮問通知書に係る抗議及び質問の件

での回答書及び質問書」の「３ その他」の「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」という情報」の削除を求める請求につい

ては、理由があると認められるため、処分庁は、平成３０年９月５日付け個

人情報非訂正等決定処分（松消企第〇〇号）を取り消し、松消企第〇〇号起

案文書中「３ その他」の項の「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇」という文言による個人情報を消去すべきである。 

 

６ 結論 

以上により、審議会は、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

当審議会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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審議会の処理経過 

                

年  月  日 内  容 

平成３１年 ２月１８日 諮問書の受理 

令和 元年１２月 ９日  第１回審議会（諮問の報告）  

令和 ２年 １月２９日 第２回審議会（審議・理由説明）  

令和 ２年 ２月２８日 第３回審議会（審議） 

令和 ２年 ７月 ２日 第４回審議会（審議） 

令和 ２年 ７月３１日  第５回審議会（審議・意見陳述） 

令和 ２年 ９月 ４日  第６回審議会（審議） 

 

 

 


